
（１）審議事項
①令和８年度旭市国民健康保険税事業特別会計予算（案）

[１] 歳入　《事業勘定》 （単位：千円）

令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

1,731,716 1,546,647 185,069 12.0%

現年課税分 1,101,215 1,006,996 94,219 9.4% 〇課税の対象は全被保険者 当該年度に課税する税金

滞納繰越分 36,167 37,693 △ 1,526 △ 4.0% 前年度以前に課税し未納となっている税金を繰り越したもの

現年課税分 384,272 348,547 35,725 10.2% ※医療分に同じ ※医療分に同じ

滞納繰越分 11,761 12,267 △ 506 △ 4.1%

現年課税分 146,900 135,317 11,583 8.6% 〇課税の対象は40～64歳までの被保険者 ※医療分に同じ

滞納繰越分 5,931 5,827 104 1.8% （介護2号被保険者）

現年課税分 45,470 0 45,470 皆増 ※医療分に同じ（ただし18歳以下は均等割を10割軽減） ※医療分に同じ

滞納繰越分 0 0 0 皆増
〇国からの交付金

〇県からの交付金

5,453,627 5,474,131 △ 20,504 △ 0.4% 〇歳出、保険給付費に必要な費用の交付（療養給付費・療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・移送費・審査支払手数料分）

650,553 779,654 △ 129,101 △ 16.6%

448,553 466,654 △ 18,101 △ 3.9%
保険基盤安定 367,473 369,514 △ 2,041 △ 0.6% 〇国保税の軽減額や収入減少に対し補填 （軽減分）均等割軽減額に応じて算定 （支援分）軽減対象者人口に応じて算定

職員給付費等 52,254 54,930 △ 2,676 △ 4.9% 〇職員給付費等…事務費相当分（歳出の総務費3事業分）

出産育児一時金等 0 16,000 △ 16,000 △ 100.0% 〇出産育児一時金等…歳出、出産育児一時金支給総額の2/3　※令和8年度から地方財政措置廃止

財政安定化支援 22,062 21,437 625 2.9% 〇財政安定化支援…被保険者の国保税負担能力（低所得者対策）や年齢構成（高医療費対策）に応じて算定

未就学児保険税均等割軽減分 3,746 4,020 △ 274 △ 6.8% 〇未就学児にかかる被保険者均等割額の軽減措置分（令和4年4月～）

産前産後保険税軽減分 1,130 753 377 50.1% 〇出産予定被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額の軽減措置分（令和6年1月～）

（新）健康増進事業費 1,888 0 1,888 皆増 〇健康の保持増進に関する事業費の2/3

202,000 313,000 △ 111,000 △ 35.5%

1 1 0 0.0% 〇前年度からの繰越金（前年度決算剰余金 － 財政調整基金積立金）

1 1 0 0.0% 〇一部負担金の収入（特別な事情により一部負担金の支払いを猶予し、市が被保険者から徴収する場合など）

1 1 0 0.0% 〇国保税の督促手数料

2,631 1,226 1,405 114.6% 〇財政調整基金運用収入

20,160 21,999 △ 1,839 △ 8.4% 〇その他の収入（国保税の延滞金・返納金等）

8,034,000 8,012,000 22,000 0.3%

当初予算額 対前年度

国民健康保険税

〇歳出、保険事業費納付金（医療給付費分）の財源として課税する税金

【令和8年度】所得割率6.6％、均等割額21,000円/人、平等割額26,000円/世帯、世帯上限額67万円

〇歳出、保険事業費納付金（後期高齢者支援金分）の財源として課税する税金

【令和8年度】所得割率2.3％、均等割額12,000円/人、世帯上限額26万円

〇歳出、保険事業費納付金（介護分）の財源として課税する税金

【令和8年度】所得割率1.7％、均等割額14,000円/人、世帯上限額17万円

〇歳出、保険事業費納付金（子ども・子育て支援金分）の財源として課税する税金

【令和8年度】所得割率0.25％、均等割額1,900円/人、世帯上限額3万円

国の事務的性格を有するものや国の施策に必要な費用の交付（災害臨時特例補助金、子ども・子育て支援事業費補助金 ほか）

保険給付費等普通交付金
〇各市町村の特別事情や経営状況に応じた交付金

　①特別調整交付金…結核・精神医療費など、各市町村の特殊事情に基づき交付

　②保険者努力支援交付金…実施事業を点数評価し、点数×単価×国保人口に基づき交付

　③都道府県繰入金…県一般会計繰入金の一部を市町村の特別事情に応じて交付

　④特定健康診査等負担金…特定健康診査等に要した費用の一部を交付

繰入金

一般会計繰入金

財政調整基金

繰越金

一部負担金

使用料及び手数料

財産収入

諸収入

歳入合計

科　　　　目 説　　　　明

医療給付費分 1,137,382 1,044,689 92,693 8.9%

後期高齢者支援金分 396,033 360,814 35,219 9.8%

介護納付金分 152,831 141,144 11,687 8.3%

（新）子ども・子育て支援金分 45,470 0 45,470 皆増

国庫支出金 1,476 2 1,474 73,700.0%

県支出金 5,627,461 5,662,469 △ 35,008 △ 0.6%

保険給付費等特別交付金 173,834 188,338 △ 14,504 △ 7.7%



[２] 歳出　《事業勘定》 （単位：千円）

令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

5,481,207 5,507,849 △ 26,642 △ 0.5%

5,438,927 5,458,794 △ 19,867 △ 0.4%
療養給付費 4,616,375 4,660,529 △ 44,154 △ 0.9%

療養費 43,499 49,116 △ 5,617 △ 11.4%

高額療養費 777,553 747,649 29,904 4.0%
高額介護合算療養費 1,000 1,000 0 0.0%
移送費 500 500 0 0.0%

20,009 24,011 △ 4,002 △ 16.7% 〇国保被保険者が出産した時に給付 【金額】産科医療補償制度加入の場合…1件50万円

6,350 7,000 △ 650 △ 9.3% 〇国保被保険者が死亡した時に葬祭を行った者に給付 【金額】1件5万円

1,221 2,706 △ 1,485 △ 54.9% 〇国保被保険者の妊産婦に係る一部負担金相当額を給付 ※令和8年度から廃止

0 1 △ 1 皆減
〇国保被保険者が新型コロナウイルス感染症にR5.5.7までに感染し療
養等のため労務に服することができず予定していた給与の支払いがな
かった時に支給

※令和8年度から予算措置なし

14,700 15,337 △ 637 △ 4.2%

2,310,146 2,233,770 76,376 3.4%

1,479,759 1,475,163 4,596 0.3%
552,838 548,228 4,610 0.8%
222,033 210,379 11,654 5.5%
55,516 0 55,516 皆増

2,631 1,226 1,405 114.6%

1 1 0 0.0%

68,611 95,640 △ 27,029 △ 28.3%

20,000 30,000 △ 10,000 △ 33.3%

8,034,000 8,012,000 22,000 0.3%

755,441 913,905 △ 158,464 △ 17.3%

当初予算額 対前年度

〇一般事務に要する経費

　①国民健康保険一般事務費…国民健康保険に係る一般事務費　※令和8年度から国民健康保険運営協議会費を統合

　②国民健康保険団体連合会負担金…千葉県国民健康保険団体連合会に加入している団体が負担する経費

　③国民健康保険税賦課徴収一般事務費…国民健康保険税の賦課徴収に係る一般事務費

保険給付費

医療費
〇病院などで国民健康保険を使用して受診した医療費の保険者(旭市）負担額（7割～8割）

〇病院などで国民健康保険を使用せずに10割支払った時の払い戻し、医師の指示により、補装具を作成した場合や、はり・あんま・
　マッサージなどの治療を受けた場合などの給付

〇自己負担限度額を超えて支払った一部負担金に対し、超えた金額を給付

〇医療と介護の一部負担金の合計額が年間で一定の額を超えた場合に給付

〇重病人などが医師の指示に基づき、やむを得ず転院する場合の移送費用に対し給付

出産育児諸費
葬祭費
妊産婦付加金

傷病手当金

審査支払手数料 〇千葉県国民健康保険団体連合会に委託しているレセプト審査業務に対する手数料

保険事業費納付金 〇歳入、保険給付費等普通交付金の原資となるもの（※県が算定）

医療給付費分 〇各市町村の国保被保険者に係る人口及び所得水準並びに医療費水準に応じ納付

後期高齢者支援金分 〇各市町村の後期高齢者医療被保険者に係る人口及び所得水準に応じ納付

介護分 〇各市町村の介護保険第2号被保険者に係る人口及び所得水準に応じ納付

（新）子ども・子育て支援金分 〇各市町村の国保被保険者に係る人口及び所得水準に応じ納付

〇被保険者の健康の保持増進のための経費

　①特定健康診査等事業…糖尿病などの生活習慣病に関する健康診査

　②特定保健指導事業…糖尿病などの生活習慣病に関する保健指導

　③短期人間ドック事業…短期人間ドック及び脳ドック受検費用の助成

　④医療費通知事業…医療機関受診状況などを被保険者に通知

基金積立金 〇財政調整基金への積立金

公債費 〇公債に係る償還金

諸支出金 〇国保税の還付金、旭中央病院補助金、施設勘定繰出金、国への償還金など

予備費 〇事業の執行にあたって、歳出に不足が生じた場合に使用

歳出合計

財政調整基金保有額

科　　　　目 説　　　　明

総務費 54,074 54,930 △ 856 △ 1.6%

保健事業費 97,330 88,584 8,746 9.9%


